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１７ 両立支援等助成金 

労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運

営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成するものであり、仕事と家庭

の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。 

本助成金は次の６つのコースに分けられます。 

Ⅰ 男性の育児休業等取得を促進するための取組に助成する「出生時両立支援コース」 

Ⅱ 仕事と介護の両立支援のための取組に対して助成する「介護離職防止支援コース」 

Ⅲ 労働者の円滑な育児休業の取得・復帰、育児休業者の代替要員の確保や育休からの

復帰後の支援の取組に対して助成する「育児休業等支援コース」 

Ⅳ 育児・介護等を理由とした退職者の復職支援の取組に対して助成する「再雇用者評

価処遇コース」 

Ⅴ 女性の活躍推進の取組に対して助成する「女性活躍加速化コース」 

Ⅵ 事業所内保育施設の設置・運営費用を助成する「事業所内保育施設コース」 

※Ⅵは新規の申請受付は停止しています。 

 

Ⅰ 出生時両立支援コース 

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業

や育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成金を支給するものであり、男性の育児休業および育児目

的休暇取得促進を目的としています。 

本助成金（コース）では、Ａ．男性労働者の育児休業、Ｂ．育児目的休暇の２パターンの助成金の支給

が行われます。 

なお、本助成金（コース）は、平成３２年度までの時限措置の予定です。 

 

対象となる措置 

Ａ. 男性労働者の育児休業 

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の１および２を実施した場合に受給す

ることができます。 

１ 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組 

  平成２８年４月１日以降、例えば、次の（１）～（３）のような男性労働者が育児休業を取得しやす

い職場風土作りの取組（いずれか１つで可）を、最初の対象労働者の育児休業開始日の前日までに行っ

ていることが必要です。ただし、１人目の対象労働者についてすでに支給決定を受けている事業主を除

きます。 

（１）男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 

（２）管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨 

（３）男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 

２ 男性の育児休業取得 

雇用する男性労働者に、次の（１）および（２）を満たす育児休業を取得させることが必要です。 

（１）連続した１４日以上（中小企業事業主にあっては連続した５日以上）の育児休業（※１）であるこ

と 
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（２）子の出生後８週間以内（子の出生日を含む）に開始している（※２）こと 

 ※１ 育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業であることが必要です。ただし、申請事業主に継続して雇

用された期間が１年未満の有期雇用労働者が、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業に準じて事業

主が労働協約または就業規則に規定した制度に基づき取得した休業も対象となります。 

※２ 出生予定日より後に子が生まれた場合など、出生日以前から開始した育児休業であっても、当該育児休業期間

に子の出生後８週間以内（子の出生日を含む）の期間が含まれている場合は対象となります。 

注意  次に該当する場合には支給対象となりません。 

１ 育児休業中に労働者が就業した場合は、労使合意の上であっても育児休業をしたものとは認め

られません。また、同一の子に係る育児休業を複数回取得している場合であっても、支給対象と

なるのは、当該育児休業のうちいずれか１回のみです。 

Ｂ. 育児目的休暇 

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の１～３のすべてを実施した場合に受

給することができます。 

１ 育児目的休暇制度の導入 

男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新

たに導入し、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。また、当該休暇制度は、分割し

て取得することが可能な制度であることとし、当該制度に基づき、利用者が生じた事業主が対象です。 

２ 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組 

次の（１）～（３）のような男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組（いずれか

１つで可）を男性労働者が当該休暇を取得する日より前に行っていることが必要です。 

（１）男性労働者を対象にした、育児目的休暇制度の利用を促進するための資料等の周知 

（２）管理職による、子の出生前後における男性労働者への休暇取得の勧奨 

（３）男性労働者の休暇取得についての管理職向けの研修の実施 

３ 男性労働者の育児目的休暇取得 

雇用する男性労働者が、子の出生前６週間または出生後８週間以内（出生日も含む）に、合計して８日

以上（中小企業事業主にあっては５日以上）の育児目的休暇を取得していることが必要です。 

注意  次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。 

１ 平成３０年３月３１日以前に既に当該制度が導入されている場合 

２ 既に育児休業に入っている労働者が当該休暇制度を利用した場合 

 

対象となる事業主 

本助成金（コース）を受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。 

１ 「各雇用関係助成金に共通の要件等」（本パンフレット９～１３ページ）のＡの要件に該当するとともに、

Ｂの要件に該当していないことが必要です。 

そのうち特に次の点に留意してください。 

上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった対象労働者（以下「支給対象者」という）の休

業、出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）を整備・

保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。 

２ 「育児・介護休業法」第２条第１号の「育児休業制度」および同法第２３条第１項の「所定労働時間の

短縮措置」について、労働協約または就業規則に規定していること。 
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３ 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄の労働局に届け

出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じているこ

と。（ただし、次世代育成支援対策推進法第１５条の２に基づく認定を受けた事業主を除きます。） 

注意  次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。 

１ 支給申請日の前日から起算して過去１年間において、「育児・介護休業法」「次世代育成支援対

策推進法」「男女雇用機会均等法」「パートタイム労働法」「女性活躍推進法」の重大な違反がある

ことにより、助成金を支給することが適切でないと認められる場合（「育児・介護休業法」および

「男女雇用機会均等法」第９条第３項の重大な違反については、支給決定までの間に行われたも

のを含む） 

２ 支給申請時点で「育児・介護休業法」に違反し、同法第５６条に基づく助言または指導を受け

たが是正していない場合 

 

支給額 

本助成金（コース）は、下表の額が支給されます。 

※３ 当該事業主の下で初めて生じた育児休業取得者が対象です。 

※４ 1企業当たり1年度１０人まで支給（支給初年度のみ９人まで。支給初年度においてＡ－１に該当する労働者がいな

い場合は、Ａ－２のみの支給）。過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象となります。 

※５ １事業主当たり１回までの支給となります。 

＜＞内は生産性要件（「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＥの要件）を満たした場合の支給額です。 

受給手続 

 本助成金（コース）を受給しようとする事業主は、以下の期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて（※

６）、管轄の労働局雇用環境・均等部（室）へ支給申請してください。 

※６ 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。 

Ａ－１ １人目の育休取得 

要件を満たす育児休業の開始日から起算して１４日（中小企業事業主にあっては５日）を経過する日の

翌日から２か月以内 

Ａ－２ ２人目以降の育休取得 

当該男性労働者が取得した育児休業について、次の期間の区分に示す期限 

 中小企業 中小企業以外 

Ａ－１ １人目の育休取得 

（※３） 

５７万円＜７２万円＞ ２８．５万円＜３６万円＞ 

Ａ－２ ２人目以降の育休取

得（※４） 

 

※育休取得期間に応じ、右欄の

額を支給 

①５日以上１４日未満 

 １４．２５万円＜１８万円＞ 

②１４日以上１ヶ月未満 

 ２３．７５万円＜３０万円＞ 

③１ヶ月以上 

  ３３．２５万円＜４２万円＞ 

①１４日以上１ヶ月未満 

 １４．２５万円＜１８万円＞ 

②１ヶ月以上２ヶ月未満 

 ２３．７５万円＜３０万円＞ 

③２ヶ月以上 

 ３３．２５万円＜４２万円＞ 

Ｂ 育児目的休暇の導入・利用

（※５） 

２８．５万円＜３６万円＞ １４．２５万円＜１８万円＞ 
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（１）（５日以上１４日未満の場合）育児休業の開始日から起算して１４日（中小企業事業主にあっては５

日）を経過する日の翌日から２か月以内 

（２）（１４日以上１か月未満の場合）育児休業の開始日から起算して１か月（中小企業事業主にあっては

１４日）を経過する日の翌日から２か月以内 

（３）（１か月以上の場合）育児休業の開始日から起算して２か月（中小企業事業主にあっては１か月）を

経過する日の翌日から２か月以内  

 

Ｂ 育児目的休暇の導入・利用 

子の出生前６週間出生後８週間以内に取得した育児目的休暇であって、当該休暇の取得日数が合計８日

（中小企業事業主にあっては５日）を経過する日の翌日から２か月以内 
 
（参考）受給手続の例 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用にあたっての注意点 

１ 本助成金（コース）の受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ～Ｇにご留意くださ

い。 

２ 本助成金（コース）の要件や手続き等の詳細については、最寄りの労働局の雇用環境・均等部（室）へ

お問い合わせください。 

 

 

育
児
休
業

開
始
日 

育
児
休
業 

終
了
日 

10/2 6/1 

7/20 

育児休業31日 

２か月 

産後8週間 

 

出
生
日 

8/19 

14日 

 

7/27 支給申請期間 

8/3～10/2 

8/3 

男性が育児休業を取得しやすい

職場風土作りの取組 

【例：７月２０日から１ヶ月育児休業を取得した場合（大企業）】 

【例：子の出生前６週間出生後８週間以内に合計８日の育児目的休暇を取得した場合（大企業）】 

 

育児目的休暇の導入および男性が 

取得しやすい職場風土作りの取組 

出
生
日 

5/31 

6/1 

育児目的休暇 

１日 

6/3 

育児目的休暇 

３日 

7/8 

産前６週間 

4/20 

支給申請期間 

7/12～9/11 7/27 

9/11 7/12 

産後８週間 

育児目的休暇 

４日 

２か月 
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Ⅱ 介護離職防止支援コース 

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ

中小企業事業主、または仕事と介護の両立に資する制度を導入し、利用する労働者が生じた中小企業事業

主に対して助成金を支給するものであり、仕事と介護の両立支援の推進を目的としています。 

本助成金（コース）では、Ａ．介護休業、Ｂ．介護両立支援制度の２パターンの支給があります。 

なお、本助成金（コース）は中小企業事業主のみが対象となり、平成３２年度までの時限措置の予定で

す。 

 

対象となる措置 

Ａ．介護休業 

１ 休業取得時 

下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、次の（１）および（２）を実施した場合に

受給することができます。 

（１）介護支援プランによる労働者の円滑な介護休業の取得および職場復帰の支援 

事業主が、次の①～③のすべてを満たす取組を実施していることが必要です。 

① 就業規則等への明文化、労働者への周知 

労働者の円滑な介護休業の取得および職場復帰について、介護支援プラン（※１）により支援する措

置を実施する旨を就業規則等にあらかじめ規定し、労働者へ周知していること（介護休業の開始日の前

日までに実施してください） 

※１ 事業主が作成する、雇用する労働者の介護休業の取得および職場復帰を円滑にするための措置を定めたプランをい

います。 

② 介護支援プランの作成 

      次のアおよびイを満たしていることが必要です。 

ア 対象労働者の家族の要介護の事実について把握後、対象介護休業取得者の上司または人事労務担

当者と対象介護休業取得者が１回以上の面談を実施した上で、結果について記録し、当該面談結果を

踏まえて介護支援プランを作成すること。 

イ 介護休業取得者の円滑な介護休業取得のための措置として、少なくとも介護休業取得者の業務の

整理、引き継ぎに関する措置が定められていること。 

③ プランに基づく引き継ぎ 

作成した介護支援プランに基づいて、業務の整理、引き継ぎ等を実施することが必要です。 

 

注意  介護支援プランは、対象介護休業取得者の休業開始前に作成するのが原則ですが、休業開始と同時

並行で作成しても構いません。ただし、プランに基づく業務の整理および引き継ぎが行われないまま介護

休業が終了している場合は支給対象となりません。 

 

（２）介護休業の取得 

次の①および②をいずれも満たしていること。 

① 要介護状態にある対象家族の介護に直面する労働者について、介護支援プランに基づき、対象家族に

ついて合計１４日以上の介護休業を取得させていること。 

② 介護休業取得者について、当該介護休業開始日の１か月以上前から雇用保険被保険者として雇用して
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いること。 

２ 職場復帰時 

上記、「１ 休業取得時」の要件を満たした中小企業事業主が、下記の「対象となる事業主」を満たし

て次の（１）および（２）を実施した場合に受給することができます。 

（１）介護支援プランによる労働者の職場復帰の支援 

  上記１の介護休業取得者に対し、次の①～②のすべてを満たしていることが必要です。 

① 面談の実施 

介護休業取得者の介護休業終了後、介護休業取得者の上司または人事労務担当者と面談し、結果につ

いて記録すること。 

② 原職等への復帰 

①の結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させること。（※２） 

※２ 対象介護休業取得者の希望により、原職等と異なる職務で復帰する場合であって、当該希望が面談記録により確認

できる場合は助成金の対象となります。 

（２）復帰後の継続勤務 

上記の対象介護休業取得者を、介護休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として３か月以上雇用し、

さらに支給申請日において雇用していること。 

 

注意  対象介護休業取得者の介護休業終了日の翌日から起算して３か月の間において、就労を予定してい

た日数に対し、実際に就労した日数の割合が５割に満たない場合は支給対象となりません。 

 

Ｂ．介護両立支援制度 

下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、次の１～３のすべてを満たした場合に受給

することができます。 

１ 介護支援プランによる労働者の仕事と介護の両立支援に関する措置の実施 

事業主が、次の（１）および（２）のいずれも満たす取組を実施していることが必要です。 

（１）就業規則等への明文化、労働者への周知 

労働者の仕事と介護の両立に資する制度（以下「介護両立支援制度」といいます。）の利用について、

介護支援プラン（※３）により支援する措置を実施する旨を就業規則等にあらかじめ規定し、労働者へ

周知していること（介護両立支援制度の利用開始日の前日までに実施してください） 

※３ 事業主が作成する、雇用する労働者が介護両立支援制度を円滑に利用するための措置を定めたプランをいいます。 

（２）介護支援プランの作成 

次の①および②を満たしていることが必要です。 

① 対象労働者の家族の要介護の事実について把握後、当該介護両立支援制度の利用者（以下「制度利

用者」といいます。）の上司または人事労務担当者と制度利用者が１回以上の面談を実施した上で、結

果について記録し、当該面談結果を踏まえて介護支援プランを作成すること。 

② 同プランには、制度利用者の円滑な利用のための措置として、制度利用期間中の業務体制の検討に

関する取組が定められていること。 

２ 介護両立支援制度の導入・利用 

次の（１）～（８）のいずれか１つ以上の制度を導入した上で、制度利用者に対して、それぞれの要件

を満たして合計４２日以上利用させることが必要です。ただし、利用期間は当該制度利用開始日から１年

以内に利用した場合を対象とします（※４）。さらに、当該制度利用開始日の１か月以上前から雇用保険
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被保険者として申請事業主に雇用されていることが必要です。 

※４ 支給対象となる介護両立支援制度については、事業主が労働協約または就業規則に規定する制度の範囲内である

ことが必要です。 

注意  裁量労働制の適用労働者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用労働者、変形労働時間制の適用

労働者および管理監督者は、いずれも対象とはなりません。 

 

 ＜介護両立支援制度の内容・利用要件＞ 

制度内容 利用要件 

（１）所定外労働の制限制

度（所定労働時間を超え

て労働させない制度） 

①合計４２日間の制度利用期間における平均所定外労働時間が、制度利用開始日の

前日以前３か月間の平均所定外労働時間を下回っており、かつ、２０時間以下で

あること。 

②合計４２日間における所定労働日数のうち、所定の終業時刻から１５分を超える

ことなく勤務した日数が８割以上であること。 

（２）時差出勤制度（所定

労働時間を変更するこ

となく始業又は終業の

時刻を繰り上げ又は繰

り下げる制度） 

合計４２日間における所定労働日数のうち、以下①または②を満たした日数の

合計が８割以上であること。 

①始業時刻及び終業時刻を繰り上げる場合：所定の終業時刻から１５分以降

の時刻に退勤していないこと 

②始業時刻及び終業時刻を繰り下げる場合：所定の始業時刻から１５分以前

の時刻に出勤していないこと 

（３）深夜業の制限制度

（深夜（午後１０時から

午前５時までの間）にお

いて労働させない制度） 

①制度利用開始日の前日以前３か月間のうち１２日以上深夜を含む勤務実績

がある労働者に対して、制度を合計４２日間以上利用させたこと。 

②合計４２日間における所定労働日数のうち、深夜に就労した記録がなく勤

務した日数が８割以上であること。 

※交替制勤務等により所定内労働時間に深夜が含まれる労働者であることが前

提。 

※１回の勤務が２暦日に渡る場合は当該勤務を１日とカウントします。 

（４）短時間勤務制度（所

定労働時間が７時間以

上の労働者について、１

日の所定労働時間を短

縮する制度） 

 

①１日の所定労働時間を１時間以上短縮する制度を利用させ、合計４２日間

における所定労働日数のうち、当該制度を利用した日数の合計が８割以上

であること。（１日の所定労働時間を短縮しているものの、週又は月の所定

労働時間が短縮されていない場合は対象外。） 

②短縮後の終業時刻から１５分を超えることなく勤務した日数が８割以上で

あること。 

③制度利用期間の時間当たりの基本給等（職務手当及び資格手当等の諸手当、

賞与を含む。）の水準及び基準が、制度利用前より下回っていないこと。ま

た、正規雇用労働者について雇用形態が変更されていないこと。 

（５）介護のための在宅勤

務制度（介護のため、ICT

を活用して在宅勤務を

利用できる制度） 

①合計４２日間以上の所定労働日数について、在宅勤務を週１日以上利用さ

せていること。 

②業務日報等により勤務実態（勤務日、始業終業時刻、業務内容）が確認で

きること。 

※介護のために在宅勤務を行ったことが確認できない日数は算定しません。 

（６）介護休暇制度（年次 ①制度利用開始日から起算して６か月の間に、対象家族の介護のため、労働
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有給休暇とは別に、対象

家族１人につき１年度

につき５労働日を限度

として時間単位で利用

できる制度） 

者一人につき２５時間以上取得させたこと。 

②６か月間における所定労働日数のうち、５割以上就労していること。 

※利用者の配偶者または親族が同一事業主に雇用されている場合は、配偶者

等の取得時間と合計して２５時間以上であれば可。 

（７）介護のためのフレッ

クスタイム制度（介護の

ため、労働者の申出によ

りフレックスタイムを

利用できる制度） 

①制度に基づき合計４２日間以上の所定労働日数について利用させており、

かつ当該制度を利用した日数が８割以上であること。  

※介護のために当該制度を利用したことが確認できない日数は算定しません。 

（８）介護サービス費用補

助制度（労働者が利用す

る介護サービスの費用

の一部を事業主が補助

する制度） 

①制度に基づき利用させた実績があり、かつ制度利用開始日から起算して６

か月の間に、当該労働者が負担した料金の５割に相当する額程度以上また

は１０万円以上の額を補助したこと。 

②６か月間における所定労働日数のうち、５割以上就労していること。 

 

３ 利用後の継続勤務 

上記の制度利用者を、合計４２日間の制度利用終了後（「介護休暇制度」または「介護サービス費用補助

制度」の場合は制度利用開始日から６か月後）も、引き続き雇用保険被保険者として１か月以上雇用し、

さらに支給申請日において雇用していること。 

 

注意  制度利用者の制度利用の最終日の翌日から起算して１か月の間において、就労を予定していた日数

に対し、実際に就労した日数の割合が５割に満たない場合は支給対象となりません。 

 

対象となる事業主 

本助成金を受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。 

１「各雇用関係助成金に共通の要件等」（本パンフレット９～１３ページ）のＡの要件に該当するとともに、

Ｂの要件に該当していないことが必要です。 

そのうち特に次の点に留意してください。 

上記「対象となる措置」のすべての措置の実施状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等か

ら提出を求められた場合にそれに応じること。 

２ 育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業の制度、同法第１６条の５に規定する介護休暇、同

法第１６条の９により準用する同法第１６条の８に規定する所定外労働の制限、同法第１８条第１項にお

いて準用する同法第１７条に規定する時間外労働の制限、同法第２０条第１項において準用する同法第１

９条に規定する深夜業の制限及び同法第２３条第３項に規定する所定労働時間の短縮等の措置について、

労働協約又は就業規則に規定していること。 

注意  次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。 

１ 支給申請日の前日から起算して過去１年間において、「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」

「男女雇用機会均等法」「パートタイム労働法」「女性活躍推進法」の重大な違反があることにより、助成

金を支給することが適切でないと認められる場合（なお、「育児・介護休業法」の重大な違反については、

支給決定までの間に行われたものを含む） 



 

- 256 - 

 

２ 支給申請時点で「育児・介護休業法」に違反し、同法第５６条に基づく助言または指導を受けたが是正

していない場合 

支給額 

本助成金（コース）は、下表の額が支給されます。ただし、助成金の支給は、「介護休業」「介護両立支援

制度」それぞれについて、１中小企業事業主当たり１年度５人までです。（有期・無期いずれも対象です。） 

 支給額 

Ａ．介護休業 

 

１ 休業取得時：２８．５万円＜３６万円＞ 

２ 職場復帰時：２８．５万円＜３６万円＞ 

Ｂ．介護両立支援制度 

 

２８．５万円＜３６万円＞ 

＜＞内は生産性要件（「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＥの要件）を満たした場合の支給額です。 

 

受給手続 

本助成金（コース）を受給しようとする事業主は、以下の日の翌日から起算して２か月以内に、支給申請書

に必要な書類を添えて（※５）、管轄の労働局雇用環境・均等部（室）へ支給申請してください。 

※５ 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。 

Ａ．介護離職防止支援コース（介護休業） 

１ 休業取得時 合計１４日の介護休業の最終日 

２ 職場復帰時 介護休業終了日の翌日から起算して３か月が経過する日 

Ｂ．介護離職防止支援コース（介護両立支援制度） 

 介護両立支援制度の合計４２日の制度利用期間の最終日の翌日から起算して１か月が経過する日（「介護

休暇制度」または「介護サービス費用補助制度」の場合は、制度利用開始日から起算して６か月を経過す

る日の翌日から起算して１か月が経過する日） 

 

（参考）受給手続きの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/14 

支給申請期間    
（２ヶ月間） 

プラン作成 介護に直面する 

労働者の発生 

介護両立支援制度の利用期間 

12/1 11/1 11/15 2/28 2/12 4/11 

【例：時差出勤制度を12/1～2/28（３か月）利用した場合】 

①取得時申請
（２ヶ月間） 

就業規則等へ
の明文化、労働
者への周知 プラン作成 

介護に直面する

労働者の発生 

介護休業（合計 14 日以上） 

原職復帰 
12/1 11/1 11/25 

12/15 
3/15 5/14 

【例：介護休業を12/1～12/14の間取得した場合】 

継続雇用 
３ヶ月 

②復帰時申請
（２ヶ月間） 

2/14 

就業規則等へ
の明文化、労働
者への周知 

継続雇用 
１ヶ月 合計 42 日間の制度利用 

1/11 
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 利用にあたっての注意点 

１ 本助成金（コース）の受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ～Ｇにご留意くださ

い。 

２ 本助成金（コース）の要件や手続き等の詳細については、最寄りの労働局の雇用環境・均等部（室）へ

お問い合わせください。  

※ 初回面談の実施までに上記「対象となる措置」の１を、介護休業または介護両立支援制度の利用の開始

までに「対象となる措置」の２を実施することが必要です。 
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Ⅲ 育児休業等支援コース 

育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成金を支給するものであり、育

児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的と

しています。 

本助成金（コース）では、 

Ａ．育児休業取得時、Ｂ．職場復帰時（「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、プランに沿って円滑な

育児休業の取得および職場復帰に取り組んだ場合）、 

Ｃ．代替要員確保時（育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ休業取得者を原職等に復帰させた場合） 

Ｄ．職場復帰後支援（復帰後のならし保育や子どもの発熱等による急なお迎えなど、仕事と育児の両立

が特に困難な時期にある労働者の支援に取り組んだ場合） 

の４パターンの助成金の支給が行われます。 

なお、本助成金（コース）は中小企業事業主のみが対象となります。 

 

対象となる措置 

Ａ．育休取得時 

下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、次の１および２を実施した場合に受給する

ことができます。 

１ 育休復帰支援プランによる労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰の支援 

事業主が、次の（１）～（３）のすべてを満たす取組を実施していることが必要です。 

（１）労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰について、育休復帰支援プラン（※１）により支

援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること（※２） 

（２）次の２によって育児休業取得者またはその配偶者の妊娠の事実等について把握後（※３）、育児休

業取得者の上司または人事労務担当者と育児休業取得者が面談を実施した上で結果について記録し、

当該面談結果を踏まえて育休復帰支援プランを作成すること 

（３）作成した育休復帰支援プランに基づき、育児休業取得予定者の育児休業（産後休業の終了後引き

続き育児休業をする場合には、産後休業）の開始日までに業務の引継ぎを実施させていること（※４） 

注意  育休復帰支援プランによらず既に引き継ぎを終了している場合は、（２）および（３）を実施したこ

とにはなりません。 

※１ 事業主が作成した、労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰のための措置を定めた計画をいいます。なお、

育休復帰支援プランには、少なくとも次の①および②のいずれもが定められている必要があります。 

① 育児休業取得予定者の円滑な育児休業取得のための措置として、育児休業取得予定者の業務の整理、引継ぎに関す

る措置 

② 育児休業取得者の職場復帰支援のための措置として、育児休業取得者の育児休業中の職場に関する情報および資料

の提供に関する措置 

※２ この規定および周知は、対象労働者の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業）

開始日の前日までに実施している必要があります。 

※３ 養子の場合は、養子縁組の成立、養子縁組里親に委託されている子の場合は子の委託が行われたことなど、育児休

業の対象となる子がいることを把握した後のことをいいます。 

※４ 該当する労働者が産前休業、産後休業を取得後、引き続き育児休業を取得する場合は、産前休業の開始日前に上記

（２）および（３）を実施する必要があります。 
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２ 育児休業取得 

事業主が、「対象となる措置」の１（２）および（３）に該当する労働者であって、育児休業（産後休

業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業）を開始する日において、雇用保険被保険者とし

て雇用されていた者に、３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、

産後休業を含め３か月以上）を取得させることが必要です。 

 

Ｂ．職場復帰時 

下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、Ａ.の支給を受け、さらに次の１および２を

実施した場合に受給することができます。 

１ 育休復帰支援プランによる労働者の職場復帰の支援 

同一の育児休業取得者に対し、次の（１）～（３）のすべてを満たす取組を実施していることが必要で

す。 

（１）育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、育児休業取得者が職場復帰するまでに、育児休業取

得者の育児休業中の職場に関する情報および資料の提供（※５）を実施していること 

（２）育児休業取得者の育児休業終了前と終了後に、育児休業取得者の上司または人事労務担当者と育

児休業取得者が面談をそれぞれ実施した上で結果について記録すること 

（３）育児休業終了後、上記（２）の面談結果を踏まえ、育児休業取得者を原則として原職または原職

相当職に復帰させること 

※５ 情報および資料の提供については、次のとおり実施していることが必要です。 

・育児休業取得者の育児休業終了後の職場復帰を円滑にするためのものであること。 

・休業中に在宅で閲覧できるイントラネットの掲示板等や電子メールによる情報提供も含まれますが、その場合は、

当該掲示板等へのアクセスのためのパスワードの付与、パソコンの貸与等当該環境を整えるための措置を事業主が

講じている必要があること。 

なお、イントラネットの掲示板による情報提供等、支給対象者が情報提供に気付きにくい場合は、情報および資

料の提供を行った際に、育児休業取得者に、提供を行った情報および資料の件名等とあわせて情報および資料の提

供を行った旨を電子メール等により連絡していること。 

２ 職場復帰後の継続雇用 

上記１の対象育児休業取得者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として６か月以上雇用

し、さらに支給申請日において雇用していることが必要です。（※６） 

※６ 対象育児休業取得者の育児休業終了日から起算して６か月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際

に就労した日数の割合が５割に満たない場合は、「６か月以上雇用していること」に該当しないものとして取り扱われ

ます。 

なお、１および２に加え、対象となる育児休業期間（産後休業期間を含む）中に次の３および４に該

当する場合、職場復帰時の助成金に加算額を支給します（職場支援加算）。ただし、対象育児休業取得者

の育児休業について代替要員確保時の支給を受けることができる場合は対象とはなりません。 

３ 他の労働者による業務の代替 

対象育児休業取得者の従事する業務を当該事業主が雇用する他の雇用保険被保険者（業務代替者）に

代替させており、かつ、業務を代替する期間（業務代替期間）は、連続１か月以上の期間が合計３か月

以上あることが必要です。 

４ 業務の見直し・効率化の取組、業務代替者に対する措置 

（１）対象育児休業取得者または業務代替者の業務について、見直し・効率化を検討し、以下のア～ウの
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いずれかの結果が確認できること 

ア 業務の一部の休止・廃止 

イ 手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少 

ウ マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化 

（２）対象育児休業取得者の育児休業中の業務分担を明確にし、業務代替者の上司または人事労務担当者

が業務代替者に代替業務の内容、賃金について、面談により説明していること 

（３）代替業務に対応した賃金制度（例：業務代替手当、特別業務手当等）を労働協約または就業規則に

規定していること。当該賃金制度は、業務代替者が代替する職務内容、業務内容を評価するものであ

り、労働時間に応じて支給される賃金ではないこと 

（４）（３）の賃金制度に基づき、業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されており、１か月ごと

の業務代替期間について１人当たり１万円以上増額されている期間が合計３か月以上あること 

（５）（４）の業務代替期間において、全ての業務代替者の１か月ごとの所定外労働時間が７時間を下回る

こと 

 

Ｃ．代替要員確保時 

下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、次の１～４のすべてを実施した場合に受給す

ることができます。 

１ 育児休業取得者を原職等に復帰させることの規定 

育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職（以下「原職等」という）に復帰させる

旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定（※７）していることが必要です。 

※７ この規定は、次の２によって育児休業取得者が原職等に復帰するまでに定められる必要があります。 

２ 育児休業取得 

事業主が、雇用する労働者に次の（１）および（２）を満たす育児休業を取得させることが必要です。 

（１）連続して１か月以上休業した期間が合計して３か月以上の育児休業であること 

（２）該当労働者について、育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業）を

開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されていた者であること 

３ 代替要員の確保 

次の（１）～（６）のすべてを満たす育児休業取得者の代替要員を確保することが必要です。 

（１）育児休業取得者の職務を代替する者であること 

（２）育児休業取得者と同一の事業所および部署で勤務していること 

（３）育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること 

（４）新たな雇入れまたは新たな派遣により確保する者であること 

（５）確保の時期が、育児休業取得者（またはその配偶者）の妊娠の事実等について事業主が知り得た日

（※８）以降であること 

（６）育児休業取得者の育児休業期間（産後休業期間を含む）において、連続して１か月以上（１）～（５）

を満たして勤務した期間が合計して３か月以上あること 

なお、育児休業取得者が役職者や専門的な職務を行う者である等の理由により、同一企業内で育児

休業取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合（いわゆる「玉

突き」の場合）も、支給対象となります。 

※８ 養子の場合は、養子縁組の成立について知り得た日、養子縁組里親に委託されている子の場合は子の委託が行わ

れたことを知り得た日など、育児休業の対象となる子がいることを把握することができた日のことをいいます。 
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４  原職復帰後の継続雇用 

１の規定に基づき、対象育児休業取得者を原職等に復帰させ、その後引き続き雇用保険被保険者とし

て６か月以上雇用し、さらに支給申請日において雇用していることが必要です。（※９） 

※９ 対象育児休業取得者の原職等復帰日から起算して６か月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際に就

労した日数の割合が５割に満たない場合は、「６か月以上雇用していること」に該当しないものとして取り扱われま

す。 

 

Ｄ．職場復帰後支援 

下記の「対象となる事業主」に該当する中小企業事業主が、（１）または（２）を実施した場合に受給する

ことができます。 

（１）子の看護休暇制度の導入・運用 

次の①および②のいずれも満たしていることが必要です。 

① 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する雇用保険被保険者について、小学校

就学の始期に達するまでの子の看護等のための休暇制度（※１０）を導入していること 

② 労働協約または就業規則に規定する育児休業を１か月以上（産後休業を取得した場合は、当該休業

期間が１か月以上）取得した労働者が、育児休業からの復帰後６か月以内に、①の制度に基づき、当

該休暇制度の利用実績があり、かつ当該労働者一人につき２０時間以上取得させたこと（ただし、当

該労働者の配偶者が同一事業主に雇用され、休暇を取得している場合には、当該配偶者の取得時間と

合計して２０時間以上であること） 

※１０ 当該制度は、有給の休暇制度（労働基準法第３９条の規程による年次有給休暇として与えられるものを除く。）

であって、時間単位で利用できることが必要です。 

（２）保育サービス費用補助制度の導入・運用 

次の①～③のいずれも満たしていることが必要です。 

① 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する雇用保険被保険者について、小学校

就学の始期に達するまでの子に係る保育サービスの費用の一部を補助するための制度（※１１）を整

備していること 

② 労働協約または就業規則に規定する育児休業を１か月以上（産後休業を取得した場合は当該休業期

間が１か月以上）取得した労働者が、育児休業からの復帰後６か月以内に、①の制度に基づき、当該

費用補助制度を利用した実績があり、かつ、事業主が、①の制度に基づき、費用補助制度を利用した

労働者（以下「費用補助利用者」という。）一人につき３万円以上補助していること 

③「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」（内閣府）を受給していないこと 

※１１ 当該制度は、臨時的・一時的な保育サービス（児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、認定こども園法

第２条第６項に規定する認定こども園または児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等による恒常的

な保育を除く。）の費用補助であることが必要です。 

 

対象となる事業主 

本助成金（コース）を受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。 

１ 「各雇用関係助成金に共通の要件等」（本パンフレット９～１３ページ）のＡの要件に該当するとともに、

Ｂの要件に該当していないこと 

そのうち特に次の点に留意してください。 

上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった労働者の休業、出勤状況および賃金の支払い状
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況等を明らかにする書類（賃金台帳、出勤簿、就業規則等）を整備・保管し、管轄する労働局等から提出

を求められた場合にそれに応じること 

２ 中小企業事業主であること（その範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＣを参照） 

３ 「育児・介護休業法」第２条第１号の「育児休業制度」および同法第２３条第１項の「所定労働時間の

短縮措置」について、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。 

４  「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出て

いること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること（た

だし、次世代育成支援対策推進法第１５条の２に基づく認定を受けた事業主を除く） 

 

注意  次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。 

１ 支給申請日から起算して過去１年間において、「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進

法」「男女雇用機会均等法」「パートタイム労働法」「女性活躍推進法」の重大な違反があることに

より、助成金を支給することが適切でないと認められる場合 

なお、「育児・介護休業法」の重大な違反については支給決定までの間に行われたものを含む 

２ 支給申請時点で「育児・介護休業法」に違反し、同法第５６条に基づく助言または指導を受け

たが是正していない場合 

 

支給額 

本助成金（コース）は、１事業主当たり下表の額が支給されます。 

 

 支給額 （加算等） 

ａ．育休取得時（※１２） ２８．５万円＜３６万円＞  

ｂ．職場復帰時（※１３） ２８．５万円＜３６万円＞ 職場支援の取り組みをした場合の加算 

１９万円＜２４万円＞ 

ｃ．代替要員確保時（※

１４） 

４７．５万円＜６０万円＞ 対象育児休業取得者が有期雇用労働者 

（※１５）の場合の加算 

９.５万円＜１２万円＞ 

ｄ．職場復帰後支援（※

１６） 

制度導入時（※１７） 

２８．５万円＜３６万円＞ 

制度利用時 

(１)子の看護休暇制度（※１８） 

休暇取得者が取得した休暇１時間当たり

１，０００円＜１，２００円＞ 

に取得時間を乗じた額 

(２)保育サービス費用補助制度（※１９） 

事業主が負担した費用の３分の２の額 

※１２ １企業あたり無期雇用者１人、有期雇用者1人の計２人まで支給。 

※１３ ａ．と同一の育児休業取得者である場合に支給。支給上限はａ．に同じ。 

※１４ １企業あたり１年度１０人まで５年間支給。 

※１５ 有期雇用労働者とは雇用期間の定めのある者をいいます。対象育児休業取得者が、育児休業開始日の前日から起

算して過去６か月の間、期間の定めのない労働者として雇用されていた場合、「有期雇用労働者」に該当しないものと

して取り扱われます。 

※１６ 制度導入時のみの申請は不可。また、すでに要件を満たした制度を導入している企業は利用時のみ申請可。 
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※１７ 「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」について、それぞれ１企業あたり１回限り支給。 

※１８ １企業あたり１年度２００時間＜２４０時間＞を上限。さらに、最初の支給申請日から３年以内に５人まで。 

※１９ １企業あたり１年度２０万円＜２４万円＞を上限。さらに、最初の支給申請日から３年以内に５人まで。 

＜＞内は生産性要件（「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＥの要件）を満たした場合の支給額です。 

 

受給手続 

本助成金（コース）を受給しようとする事業主は、以下の期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて（※

２０）、管轄の労働局雇用環境・均等部（室）へ支給申請してください。 

※２０ 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。 

Ａ．育休取得時 

育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業）開始日から起算して３か月を

経過する日の翌日から２か月 

 

（参考）受給手続の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．職場復帰時、Ｃ．代替要員確保時およびＤ．職場復帰後支援 

育児休業終了日の翌日から起算して６か月を経過する日の翌日から２か月 

 

 利用にあたっての注意点 

１ 本助成金（コース）の受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ～Ｇにご留意くださ

い。 

２ 本助成金（コース）の要件や手続き等の詳細については、最寄りの労働局の雇用環境・均等部（室）へ

お問い合わせください。 

 

  

【例：育児休業開始日が５月１日の場合】 
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